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告 示 

 

鳥取県告示第374号 

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定に基づき、特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省

令第70号）第39条第１項の規定に該当する特定計量器以外の特定計量器の定期検査を実施するので、同法第21条

第２項の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成24年５月25日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

実施区域 実 施 期 日 実施時間 実 施 場 所 

八頭郡八頭町 平成24年７月５日（木） 午後１時から

午後３時まで 

八頭郡八頭町徳丸625 

八東フルーツ総合センター 

〃 
平成24年７月６日（金） 

〃 
八頭郡八頭町宮谷80 

郡家公民館 

〃 
平成24年７月９日（月） 

〃 
八頭郡八頭町船岡539－１ 

船岡公民館 

八頭郡智頭町 平成24年７月10日（火） 
〃 

八頭郡智頭町大字智頭2076－２ 

智頭町総合センター 

八頭郡若桜町 平成24年７月13日（金） 
〃 

八頭郡若桜町大字若桜757 

若桜町公民館 

                                                    

 

鳥取県告示第375号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第77条の35の13第１項の規定に基づき、指定構造計算適合性判定機関の構

造計算適合性判定の業務の廃止を許可したので、同条第３項の規定により次のとおり告示する。 

 

  平成24年５月25日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 指定構造計算適合性判定機関の名称及び所在地 

  建築検査機構株式会社 

  大阪府大阪市中央区北浜三丁目１－22 

２ 廃止する構造計算適合性判定の業務の範囲 

全部 

３ 廃止年月日 

  平成24年６月６日 

                                                    

 

鳥取県告示第376号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定に基づき、赤碕町土地改良区の定款の変更を平成24

年５月18日認可したので、同条第３項の規定により告示する。 

 

  平成24年５月25日 
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鳥取県知事 平 井 伸 治 

                                                    

 

鳥取県告示第377号 

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者を指定

したので、同法第51条の規定により次のとおり告示する。 

 

  平成24年５月25日 

鳥取県東部総合事務所長 齋 藤 明 彦 

 

名  称 
主たる事務所

の所在地 

指定に係る障害福

祉サービス事業を

行う事業所の名称 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行う

事業所の所在地 

障害福祉サー

ビスの種類 
指定年月日 

株式会社アキラ

ス 

鳥取市河原町

布袋163－２ 

まどか 鳥取市西円通寺139

－１ 

就労継続支援

Ａ型、就労継

続支援Ｂ型 

平成23年８月

11日 

株式会社アール

＆エス 

鳥取市賀露町

南一丁目１－

35 

みんなのライフケ

ア 

鳥取市賀露町南一丁

目１－35 

居宅介護、重

度訪問介護 

平成23年８月

29日 

特定非営利法人

霞の里観光開発 

鳥取市良田39

－１ 

霞の里作業所 鳥取市良田39－１ 就労継続支援

Ｂ型、就労移

行支援 

平成23年10月

１日 

社会福祉法人砂

丘福祉会 

鳥取市湖山町

東三丁目54 

社会福祉法人砂丘

福祉会指定共同生

活援助事業所「さ

きゅう」 

鳥取市湖山町西一丁

目733 

共同生活援助

事業 

平成23年10月

18日 

株式会社鳥取介

護サービス 

鳥 取 市 国 安

959－３ 

株式会社鳥取介護

サービス 

鳥取市国安959－３ 同行援護 平成23年10月

25日 

社会福祉法人鳥

取市社会福祉協

議会 

鳥取市富安二

丁目104－２ 

鳥取市社会福祉協

議会国府事業所 

鳥取市国府町糸谷15

－１ 〃 

平成23年10月

26日 

〃 〃 
鳥取市社会福祉協

議会気高事業所 

鳥取市気高町浜村８

－８ 
〃 〃 

有限会社しらゆ

き 

鳥取市青葉町

三丁目202 

訪問介護事業所し

らゆき 

鳥取市青葉町三丁目

202 
〃 〃 

株式会社ニチイ

学館 

東京都千代田

区神田駿河台

２－９ 

ニチイケアセンタ

ー鳥取大学前 

鳥取市湖山町北一丁

目427－１ 〃 

平成23年11月

１日 

〃 〃 
ニチイケアセンタ

ー鳥取駅南 

鳥取市宮長268―１ 
〃 〃 

                                                    

 

鳥取県告示第378号 

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第46条第１項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者から当

該指定に係る障害福祉サービス事業を行う所在地を変更した旨の届出があったので、同法第51条の規定により次



  平成 24年５月 25日 金曜日     鳥 取 県 公 報              第 8398号   

- 4 - 

のとおり告示する。 

 

  平成24年５月25日 

鳥取県東部総合事務所長 齋 藤 明 彦 

 

名  称 
主たる事務

所の所在地 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行う

事業所の名称 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行う

事業所の所在地 

指定障害福祉サ

ービスの種類 
変更年月日 

社会福祉法人鳥

取県厚生事業団 

鳥取市伏野

2259－43 

すずかけ 鳥取市鹿野町今市

1550 

就労継続支援Ｂ

型 

平成24年５月

１日 

                                                    

 

鳥取県告示第379号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定に基づき、次のとおり八頭中央土地改良区から役員が

就任した旨の届出があったので同条第17項の規定により告示する。 

 

  平成24年５月25日 

鳥取県八頭総合事務所長 山 口 秀 樹 

 

就任した役員の氏名及び住所 

理 事  村 尾   昇  八頭郡八頭町福井321－１ 

平成24年３月25日就任 任期 平成25年３月31日まで 

                                                    

 

鳥取県告示第380号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文の規定に基づき、指定居宅サービス事業者を指定したの

で、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成24年５月25日 

鳥取県西部総合事務所長 林  昭 男 

 

事業者の名称又は氏

名 
指定に係る事業所の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
指定年月日 サービスの種類 

合同会社アヴィスコ アヴィスコデイサービス

センター健康塾 

米子市上福原三丁

目13－24 

平成24年５月21日 通所介護 

社会医療法人仁厚会 訪問リハビリテーション

ル・サンテリオンよどえ 

米子市淀江町佐陀

2169 
〃 

訪問リハビリテー

ション 

                                                    

 

鳥取県告示第381号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項本文の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者を指定し

たので、同法第115条の10の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成24年５月25日 

鳥取県西部総合事務所長 林  昭 男 
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事業者の名称又は氏

名 
指定に係る事業所の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
指定年月日 サービスの種類 

合同会社アヴィスコ アヴィスコデイサービス

センター健康塾 

米子市上福原三丁

目13－24 

平成24年５月21日 介護予防通所介

護 

社会医療法人仁厚会 訪問リハビリテーション

ル・サンテリオンよどえ 

米子市淀江町佐陀

2169 
〃 

介護予防訪問リ

ハビリテーション 

                                                    

公 告 

 

鳥取県個人情報保護条例（平成11年鳥取県条例第３号）第39条の規定により、平成23年４月１日から平成24年

３月31日までの間の各実施機関における同条例の運用状況を次のとおり公表する。 

 

  平成24年５月25日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 個人情報の開示請求書による開示請求の件数及び処理状況 

（件） 

実施機関 開示請求件数 
処理状況 

全部開示 部分開示 非開示 不存在 請求拒否 取下げ 

知事（知事部局） 15 12 ２ ０ ２ ０ １ 

知事（企業局） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

教育委員会 21 20 ０ ０ ０ ０ １ 

公安委員会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

警察本部長 ９ ０ ６ ３ ０ ０ ０ 

選挙管理委員会 １ ０ ０ ０ １ ０ ０ 

人事委員会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

監査委員 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

労働委員会 １ ０ ０ ０ ０ １ ０ 

収用委員会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

海区漁業調整委員会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

内水面漁場管理委員会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

病院事業管理者 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

地方独立行政法人鳥取県

産業技術センター 

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合    計 48 33 ８ ３ ３ １ ２ 

（注） 開示請求件数と処理状況欄の件数の合計が異なるのは、１件の請求に対して２つ以上の開示決定等を

行ったものがあるからである。 

 

２ 個人情報の口頭による開示請求の件数 

                                         （件） 

実 施 機 関 開示請求の件数 

知事（知事部局）  230 
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知事（企業局） ０ 

教育委員会 2,137 

警察本部長 496 

人事委員会 407 

病院事業管理者 ０ 

合  計 3,270 

(注) 「口頭による開示請求」とは、実施機関があらかじめ定めた個人情報について、口頭で開示請求をす

ることができるものであり、請求により全部開示を行った。 

なお、現在口頭による開示請求を行うことができる個人情報を定めているのは、上記の５実施機関

（知事（知事部局及び企業局）、教育委員会、警察本部長、人事委員会及び病院事業管理者）のみである。 

 

３ 個人情報訂正請求の件数及び処理状況 

  請求なし 

４ 個人情報是正の申出及び是正の再申出の件数 

  申出なし 

５ 不服申立ての件数及び処理状況 

（件） 

 

件 数 

 

処    理    状    況 

鳥取県個人情報保護審議会 不服申立てに対する決定等 

諮  問 審議中 答  申 認 容 一部認容 棄 却 却 下 検討中 取下げ 

１         ０      １      ０      ０       ０      ０      ０      ０      ０ 

                                                    

 

鳥取県情報公開条例（平成12年鳥取県条例第２号。以下「条例」という。）第41条の規定により、平成23年４

月１日から平成24年３月31日までの間の各実施機関における条例の運用状況を次のとおり公表する。 

 

  平成24年５月25日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

１ 公文書開示請求の件数及び処理状況 

（件） 

請求件数 
処  理  状  況 

全部開示 部分開示 非開示 不存在 請求拒否 取下げ 処理中 

289 250 29 １ 19 １ 14 ０ 

（注１） 「公文書開示請求」とは、条例第６条に規定する公文書の開示請求をいう。以下同じ。 

（注２） 請求件数と処理状況欄の件数の合計が異なるのは、１件の請求に対して２つ以上の開示決定等を行

ったものがあるからである。 

 

２ 公文書開示請求の実施機関別内訳 

                                                （件） 

実 施 機 関 公文書開示請求 

 未来づくり推進局 ８ 

 防災局 ０ 

 総務部 16 
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 企画部 ５ 

 文化観光局 ２ 

 福祉保健部 34 

知事（知事部局） 生活環境部 31 

 商工労働部 ４ 

 農林水産部 11 

 県土整備部 16 

 行政監察監 17 

 会計管理者 ０ 

 東部総合事務所 27 

 八頭総合事務所 ３ 

 中部総合事務所 25 

 西部総合事務所 34 

 日野総合事務所 10 

 小 計 243 

知事（企業局） ０ 

教育委員会 27 

公安委員会 ０ 

警察本部長 27 

選挙管理委員会 ７ 

人事委員会 １ 

監査委員 ０ 

労働委員会 １ 

収用委員会 ０ 

海区漁業調整委員会 ０ 

内水面漁場管理委員会 ０ 

病院事業管理者 ０ 

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター ０ 

鳥取県住宅供給公社 ０ 

鳥取県土地開発公社 ０ 

合    計 306 

  （注） １の請求件数欄の件数と２の合計欄の件数が異なるのは、１件の請求が２つ以上の部局にまたがるも

のがあるからである。 

 

３ 不服申立ての件数及び処理状況 

                                                                                        （件） 

 

件 数 

 

処    理    状    況 

鳥取県情報公開審議会 不服申立てに対する決定等 

諮  問 審議中 答  申 認 容 一部認容 棄 却 却 下 検討中 取下げ 

４         １      ２      ０      ０       ０      ０      ０      ０      ０ 

（注） 不服申立ての件数と処理状況欄の件数の合計が異なるのは、不服申立てされたが、年度内に諮問され

ていないものがあるからである。 
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採石法（昭和25年法律第291号）第33条の５第１項の規定に基づき、採取計画の変更の認可をしたので、鳥取県

採石条例（平成15年鳥取県条例第72号）第13条の規定により次のとおり公表する。 

 

  平成24年５月25日 

鳥取県東部総合事務所長 齋 藤 明 彦 

 

名称及び代

表者の氏名 

主たる事

務所の所

在地 

採石場の所在

地及び面積 
採取の期間 

認可の内容 

認可年月日 
変更事項 

変更前の内

容 

変更後の内

容 

有限会社松

建工業 

代表取締役 

松川 敏之 

鳥取市津

ノ井610 

鳥取市細見字

砂田ノ二653

－７外14筆

（37,655.88

平方メート

ル） 

平成22年８

月11日から

平成25年８

月10日まで 

掘削区域の

面積 

7,857.88平

方メートル 

7,872.62平

方メートル 

平成24年４

月25日 

採取をする

岩石の数量

（花崗
こう

岩） 

84,223.30

立方メート

ル 

84,928.30

立方メート

ル 

採取をする

岩石の数量

（風化花崗
こう

岩） 

3,655.50立

方メートル 

3,672.00立

方メートル 

                                                    

調 達 公 告 

 

一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令（平成７年政令第372号）第11条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 

  平成24年５月25日 

鳥取県営病院事業管理者 柴 田 正 顕 

 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  検査室機器に係る試薬及び消耗品 一式 

２ 契 約 方 式  一般競争入札 

３ 落 札 日  平成24年３月16日 

４ 落札者の名称及び所在地  小西医療器株式会社鳥取営業所 

鳥取市千代水四丁目52 

５ 落 札 金 額  97,650,000円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

６ 入 札 公 告 日  平成24年２月３日 

７ 落 札 方 式  最低価格落札方式 

８ 契約事務担当部局の名称  鳥取県立中央病院事務局経営課 

及び所在地         鳥取市江津730 

                                                    

 

一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令（平成７年政令第372号）第11条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 

  平成24年５月25日 

鳥取県営病院事業管理者 柴 田 正 顕 
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１ 調 達 件 名 及 び 数 量  ア 全身用マルチスライスＣＴスキャナシステム 一式 

               イ アの保守業務 

２ 契 約 方 式  一般競争入札 

３ 落 札 日  平成24年３月29日 

４ 落札者の名称及び所在地  小西医療器株式会社鳥取営業所 

鳥取市千代水四丁目52 

５ 落 札 金 額  181,959,750円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

６ 入 札 公 告 日  平成24年２月17日 

７ 落 札 方 式  最低価格落札方式 

８ 契約事務担当部局の名称  鳥取県立中央病院事務局経営課 

及び所在地         鳥取市江津730 

 

 


